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つどいのひろば
（健康ポイント事業）

※申込不要

　公共施設などで遊びや交流の場
を提供。子育てについての情報
交換や親子のふれあいを楽しみま
しょう。

【対象】�市内在住および里帰りの就
園前の乳幼児とその保護者

【時間】午前 10 時～ 11 時 30 分
【持ち物】水筒、タオル、 帽子

問介護福祉課（☎ 82・3675／ IP ☎ 88・9088）

●かるがもくらぶ
���【日時】
            1 月 25 日（火）
　　      午前 10 ～正午
���【場所】
������������市役所 2 階  212 会議室

「すこやかルーム」開放
※申込不要

　子育てをしている家族が、
自由に遊べるように施設を開
放しています。
　親子でゆったり遊び、みん
なでおしゃべりをして気分転
換をしましょう。

【対象】市内在住および里帰り
の就学前の乳幼児とそ
の保護者

【日時】月～金曜日（祝日は除く）
午前 9 時～午後 4 時

健康ポイント事業です。ポイン
トを集めて応募しましょう。

　　　お話の日（毎週火曜日）

　　　リズムの日（毎週木曜日）♪

発達の悩みについて語り合いませんか？

なかよしひろば
（親子ふれあい事業）　

※申込必要

【日時】�1 月 31 日（月）
   午後 2 時 30 分～ 3 時 30 分

【対象】�市内在住の満 3 歳児以上の就学前
幼児とその保護者

【定員】先着 10 組
【内容】�「忍者になって遊ぼう！」
　　　　忍者に変身して、身体を動かして遊ぼう。
【持ち物】水筒、タオル
【申し込み】�1 月 4 日（火）から問へ

おはなしなあに
【日時】1 月 27 日（木）
　　　  午前 11 時～
【内容】�図書館から絵本を読み

に来てくれます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、掲載情報に変更など
が生じることがあります。予めご了承ください。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、掲載情報に変更など
が生じることがあります。予めご了承ください。
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　双子ちゃんあつまれ

ミニ誕生会

　　開放中止
(保健ｾﾝﾀｰ検診のため）

なかよしひろば
建国記念日の
振替休日

♪➡ お話の日 ➡ リズムの日(健康ポイント事業）

時間：午前11時～11時30分

対象の就園前とは幼稚園等入園まで
　　　就学前とは小学校入学まで

０歳児親子教室
　（みかん）

０歳児親子教室
　（ばなな）

１歳児親子教室
　（りんご）

１歳児親子教室
　（いちご）

２歳児親子教室
　（ぱんだ）

２歳児親子教室
　（うさぎ）

つどいのひろば
（榛原北保育園）

つどいのひろば
 （ぬく森の郷）

　　開放中止

♪

振替休日

♪

　　　ALT
「英語であそぼう」

おはなしなあに

♪

保健師相談日開放開始

  家児相談日成人の日

  つどいのひろば
（大宇陀こども園）

  家児相談日
「うちの子の発達が気になる」
「家族が誰も障がいのこと理解してくれへん」
「そういうのどこへ相談したらいいんやろ」
そんな思いをぜひ聞かせてください！
みんなでつながりをつくりましょう！

●発達についての個別相談
【相談日】
1 月 17 日（月）
【場所】
市役所  2 階  211 会議室
【相談時間】
1 人約 50 分
10 時・11 時・13 時・14 時・15 時～
【定員】
5 人（先着順）
【申し込み】
1 月 14 日（金）までに問へ

すくすく教室
（親子教室）

0 歳児～ 2 歳児の年齢に合っ
た楽しい内容で、毎月 1回開
催しています。（登録制）
毎月のテーマにそった活動内
容で、年齢に応じたものの計
画や、子育ての情報を提供し
ながら、親子で楽しい遊びを
体験してもらいます。
時には支援センターを飛び出
し、広いホールで思いっきり
体を動かしたり、美しい自然
や動物に触れたり・・・。
令和４年度の親子教室も広報
うだ 3月号で案内しますので
お申し込みください。

令和３年度子育て世帯への
臨時特別給付金について

　令和 3年 11月 19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対
策」において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取
り組みの一つとして、臨時特別的な給付金を支給します。
【支給対象者】
１．令和３年９月分の児童手当支給者
２．�令和３年９月 30日（基準日）時点で、平成 15年４月２日から平成 18年４月
１日の間に生まれた高校生等の主たる生計維持者

３．�令和３年９月１日から令和４年３月 31日の間に生まれた新生児の児童手当受
給者

※�１～３いずれの場合も、令和３年度所得が児童手当の所得制限限度額未満である方
【支給額】
対象児童１人につき 10万円

【申請手続き】
高校生以上のみのご家庭、公務員は申請が必要です。
（申請書を送付させていただきます）

問こども未来課（☎82・2236／ IP☎88・9080）


